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第８回庄内南部地区合併協議会専門小委員会第一小委員会 会議録 
 

○日  時  平成１６年２月１７日（火）午後０時５８分～ 

○場  所  出羽庄内国際村 研修室 

○次  第 

１ 開  会 

２ あいさつ 

 ３ 協  議 

  (1) 新市まちづくりのビジョンについて 

  (2) 専門小委員会の協議状況について 

  (3) その他 

４ 閉  会 

○出席委員 
役職名 区  分 氏  名 役職名 区  分 氏  名 

委員長  朝日村議会議長 進藤  篤 委 員 鶴岡市･識見を有する者 菅原 一浩

副委員長  藤島町議会議長 齋藤  久 委 員 藤島町･識見を有する者 伊藤  忠

委 員  鶴岡市議会議員 斎藤 助夫 委 員  櫛引町･識見を有する者 前田 藤吉

委 員  羽黒町議会議員 冨樫 栄一 委 員  三川町･識見を有する者 鈴木多右ェ門 

委 員  三川町議会議長 大滝助太郎 委 員  温海町･識見を有する者 齋藤 金一 

 
○欠席委員  なし 
 
○出席専門部会員 

役  職  名 氏  名 役  職  名 氏  名 

 部会長 佐藤 智志 総務部会  部会員 菅原 一司

 庶務・人事・選挙管理分科会長 蓮池 一輝  商工部会長 兼 観光部会長 青木  博 

 企画分科会長 小林  貢 商工部会  副部会長 半澤 正昭 
 財政分科会長 長谷川貞義  副部会長 佐藤  茂

総務部会 

 電算ｼｽﾃﾑ分科会長 原田 利也
観光部会 

 副部会長 渡部 仲峰

 
○出席事務局職員 

役  職  名 氏  名 役  職  名 氏  名 
 総務課長 石塚 治人  総務主査 吉住 光正

 総務主査 成田  弘  総務係長 渡部  功
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１ 開   会（午後０時５８分） 

〇石塚治人事務局総務課長 それでは、定刻前でありますけれども、委員の皆様方おそ

ろいでありますので、ただ今から第８回の第一小委員会を開会いたします。 

  合併協議会事務局の石塚でございます。会場が大変狭くて申しわけございませんが、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次第によりまして進めさせていただきます。 

 

２ あいさつ 

〇石塚治人事務局総務課長 初めに、進藤委員長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

〇進藤 篤委員長 皆さん、どうも大変ご苦労様でございます。第一小委員会も回を重

ねまして、第８回ということでございます。今までも重要事務事業、そして一部事務

組合、第三セクター、土地開発公社など準備されましたものについては順調に進んで

いるわけでございます。そんなこともいろいろ今後の進め方についてもご協議いただ

くわけでが、ひとつよろしくお願い申し上げまして、あいさつに代えます。ご苦労様

です。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 ありがとうございました。 

  引き続き進藤委員長のほうに会議を進めていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

３ 協   議 

（１）新市まちづくりのビジョンについて 

〇進藤 篤委員長 それでは、早速協議に入りたいというふうに思います。 

  （１）新市まちづくりのビジョンについてでございます。 

  初めに、事務局から説明をお願いします。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 新市の建設計画の基になるものとしまして、新市まちづく

りのビジョンということでご協議をいただいているわけであります。２月５日の合併

協議会と専門小委員会でご意見をいただいておりまして、それに基づいた修正版を今

回事前にお送りさせていただいております。ホッチキスでとじたものをお持ちになっ

ていただいているかと思います。修正箇所にはアンダーラインを引いておりますけれ

ども、３枚目以降のビジョン４の新市の主要施策といったところで多くの修正を      

しております。主には第二小委員会の所掌分野が多くなっているということでもあり

ます。また、修正はありませんでしたけれども、ビジョン３の主要指標の見通しとい

うものも本日机の上に用意をさせていただいております。これらを基にしまして全体

を通して本日さらにご意見をいただきまして、今後の建設計画に反映させてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、今説明があったわけですけれども、適宜区切りながら進

めていきたいと思います。 

  それでは、新市まちづくりビジョンの１枚目についての件に関して、修正している
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ところはないわけですが、意見あればお伺いしたいと思います。 

 

〇齋藤 久委員 新市まちづくりのビジョン１ということで、これまでも何度か合併協

議会の中でもこの専門小委員会の中でも議論されてきましたけれども、ひとつご検討

願いたいと思いますが、新市の基本理念でございますが、仮ですけれども、「出羽庄

内に多様性が生き新しい時代のいのち輝く希望のまち」というふうにありますが、こ

のフレーズがちょっと長いのではないかというふうな気がいたします。いろいろな考

え方あると思いますが、私は、「出羽庄内人が輝く地域が輝くまち」というふうな、

例えばですけれども、もっと短目にまとめてみる必要はないのか、ご検討をお願いし

たいというふうに思います。 

  それから、右のほうですけれども、新市の将来像ということで、ここに六つの何々

都市の形成ということでうたわれておりますが、この表現がちょっと硬すぎるのでは

ないかと。議会広報でいえば戒名見出しで硬すぎると。もっと平仮名を多くして、何

とかかんとかを目指してというような形にできないのかということを感じましたので、

ご検討願いたいと思います。いろいろこの六つの分野もまとめてもいいようなところ

もあると思いますし、大きく分けると私は教育と文化のところと生活、環境あるいは

産業、交流、健康、福祉と、あともう一つは、この合併はいろいろな理由があって合

併をするわけでありますけれども、一番の肝心のこれからの分権型社会にどう生きる

かという、小さな政府を目指すためにもっと市民が主役、地域が主役になるような自

治というような問題もこの中に含めてもいいのではないかというふうに思います。そ

の辺を大きなくくりですけれども、ご検討願えたらと思います。 

 

〇進藤 篤委員長 非常に重要なことと思いますけれども、事務局、これに関しては意

見は意見としていいわけですね。 

 

〇小林 貢企画分科会長 １点目のフレーズということでございますけれども、この基

本理念、文章で書いてございますように、地域のいろんな特性あるいは各市町村のい

ろんな独自の取り組みというものを多様性ということで、新しい時代にそういった面

を生かしていこうということでこの多様性という言葉が当初から入っておりました。

委員の皆さんのご意見の中に地域の個性と申しますか、この地域の理念というふうに

わかるようにということで、事務局はこれは適切かどうかはわかりませんけれども、

出羽庄内にと。それで、多少フレーズが長くなったという経過はございます。ただ今

ご意見頂だいしましたので、これどういうふうに取扱うか少し事務局等と相談させて

いただきたいと思います。 

  それから、将来像の文章が非常に硬いということでございますけれども、基本的に

建設計画ということで最終的にはこういった文章が載っていくということになるわけ

ですけれども、市民の広報と申しますか、そういったもののつくり方に関しては、ス

トレートにこういった表現でいいかは検討させていただきたいなというふうに思って

おります。 

  それから、分権、市民が主役の自治ということでございますけれども、非常に重要

なご指摘というふうに思っておりますけれども、目指す地域のあり方、将来像に関し

ては六つくらいの視点から整理しておりますけれども、こういったものを実現すると
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いう上では、この２枚目の中で市民との協働というのがないとこういった地域の実現

ができないと。市民との協働ということに関しては、別の観点からきちっと書かせて

いただいているということでございますけれども、ご意見はご意見として頂だいさせ

ていただきたいと存じます。 

 

〇齋藤 久委員 私も多様性が生きるというような表現使っていただいて、これ最初見

たとき非常にありがたかった記憶今でも鮮明に覚えておりますが、そのところを消す

ということでなく、地域が輝くというような形で私はいいのかなと思って今述べさせ

てもらったんですけれども、いのち輝くよりも人が輝くというふうなことのほうがス

トレートに住民には伝わっていくのかなと思ったので、今言わせてもらったのです。

いろいろな考え方あるだろうと思いますが、産業の交流にしても、豊かな食をつくる

食料基地としての新市のイメージは大変必要だと思いますけれども、何か一番上に教

育、文化が来るような将来像よりも、もっと地域が全体で新しい市を目指していくよ

うな、何か私は将来像というか、イメージのほうがいいかなと思って述べさせてもら

ったものですから、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

 

〇進藤 篤委員長 理念とか将来像とか抽象的なことであるわけですけれども、非常に

大事な前面に出る文章ですので、意見は意見としてひとつ。 

  そのほか。 

 

〇齋藤金一委員 今の基本理念に関することなんですけれども、ここでは出羽庄内とい

うことでうたってありますけれども、２枚目以降になりますと、出羽庄内という言葉

よりも南庄内という言葉で表現なってきているんですけれども、この辺南庄内と言っ

たほうがいいのか。出羽庄内とするのであれば後段の２ページ以降についても出羽庄

内といった表現に統一するとか、その辺のお考えはどうなんでしょうか。 

 

〇小林 貢企画分科会長 コピーの中の出羽庄内に関しては、広く出羽庄内という一定

の広いエリアあるわけですけれども、その出羽庄内の中でという、そういった意味で

使わさせていただいております。 

  それから、２枚目の南庄内らしい基盤整備というのは、あくまで新市、何とか市で

あれば何とか市という名称だと思うんですけれども、今の時点で何とか市というわけ

にもいかないわけですので、あくまでも新市らしい基盤整備という意味合いで使わさ

せていただいているものですから、若干ニュアンスが違っているということでこうい

った整理をさせていただいております。 

 

〇前田藤吉委員 今なかなか新市の名称が決まっていないということなので、いろいろ

南部地区とか南庄内とか出羽庄内とかというものが出ているわけですけれども、これ

は新市の名称が決まった時点では、新市の名称を当てはめたものになるわけですか。 

 

〇小林 貢企画分科会長 理念に関しては、一定の広いエリアの中の出羽庄内と、いろ

んな多様性あるわけですけれども、その中で特にこの地域ということになるわけです

けれども、２枚目の基本目標の１番の南庄内らしいを新市の名称が決まってからその
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名称にするかどうかということまでは、実は検討はしてございません。内容としては

そういった内容だと。新市のエリアを指すという、そういう意味合いですということ

で、これを新市の名称にしたらいいかどうかというのは、ご意見を頂だいして、修正

が必要であれば修正させていただきたいというふうに思います。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、次に２枚目、ビジョン２についてご意見などお願いいた

します。 

 

〇大滝助太郎委員 右側のほうの行財政改革の推進というところの中に特に組織という

か、機構にかかわる本所あるいは支所というふうなものの説明があるわけですけれど

も、いろいろ文章あるわけで、これ具体的にこういうことを実施する場合のいろいろ

これまでもお話出ているように、予算的なことは本所、支所という機能の中でどうい

うふうな、支所の場合は全く予算的権限がなくなるのか、多少の支所内での予算の使

い方というか、そういうふうなことはこの案の中ではどんなふうに考えているかお聞

きしたいと思います。 

 

〇長谷川貞義財政分科会長 予算編成のやり方とか財源の配分の仕方でありますけれど

も、まだその辺のところまで財政分科会としては話し合っていない状態でして、今後

の財政見通しなどを立てる中で一緒にそういう点についても議論していきたいという

ふうに思っている段階でございます。 

 

〇大滝助太郎委員 そうすると、まずこの小委員会では出されたものを検討するという

ことも必要なんですけれども、その中身について例えば委員会は委員会なりの要望な

りそういうものをまとまったものについては、そういうことで持っていくあるいはま

とめるということになるのか、その辺お聞かせ願いたい。 

 

〇進藤 篤委員長 私もそこまではまだ何も聞いていませんけれども、今後予定される

ものとしてはまずどんなものが予定されているんですか。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 組織機構のところは、前回の小委員会でも申し上げました

ように、今後さらに事務的な検討させていただきまして、出させていただくというこ

とになります。当然組織機構と予算、権限といったものは、ある程度セットで考えて

いかなきゃいけないというふうなことでもありますので、当然そういったものを伴っ

た形でお話をさせていただくことになるだろうなと思っております。 

あとこの専門小委員会で出た意見というものの取扱いについては、年前もそうであ

りましたように、あのときも組織機構だとか、または審議会的なもの、そういったも

のにもご意見をいただいておりまして、一たん合併協議会の全体会に報告させていた

だいております。その後こういったように今のところスケジュールに載っています建

設計画、こういったようなものに反映させていただいておりますし、当然今後積み残

している部分については、年前のものも含めて出された意見をまた参考にさせていた

だくというふうになるわけであります。ですから、ここで出された意見についてはそ

のままということではなくて、今後検討すべきものの中で参考にさせていただくとい
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うことになります。 

 

〇大滝助太郎委員 この間の調整項目もそうですけれども、例えば調整する場合の基本

的にどういう考え方でそれを調整していくかというような、結局今までの議論という

のは中身の議論が全然なかったもんだから、それがいつまでに調整すると時間的なこ

とだけを大部分のところが、いつまでにそれを調整するということだから、結局合併

の中身についてはほとんど触れないで、こういうことも皆先送りにされると。例えば

この問題は３年以内にやる、あるいは５年、あるいは当分見直ししないというふうな

ことで、それがどれでいいのかということだから、例えば３年以内にするにしても、

どういうふうな基本的な考えの基に３年以内にやるということであれば、かなり中身

もあるんですが、その中身はさて置いて、時間的な制限だけを今まではやってきたと。

この問題もそうですけれども、いろんな文章は出ているんですけども、結局中身はな

いということなんで、結局この合併協議会も、全体の会議もそうですし、小委員会も

そうですけれども、１年何か月もかけてやっているわけですけれども、なかなか中身

の議論が出てこないというのがどうも我々もそうですし、住民の方々も中身何議論し

ているのだというふうに聞かれた場合に、その問題は３年以内に決めると、こっちの

場合は５年までに決めると。それだけが何かここの協議内容で、中身が全然見えてこ

ないような状態なんだから、最終的に時間的な制限は当然必要なんですけども、それ

じゃ３年なってからそこをダッとやるのか、やっぱり３年間時間はあるわけだけども、

どういうふうな考え方でそれを調整する場合の基本理念、こういうふうな一つの目標

に沿ったやり方になると思いますけれども、その中身の議論に全然入っていないで、

この案でいいか悪いかということなもんだから、ただその手段というか、そういうこ

とだけを我々は議論をして、やっぱり基本的な中身の議論が全然なされていないとい

うようなことで、いろいろこの間も聞くところによると、３月までには大体そういう

新市のおよそのがまとまるということなんですけれども、結局そのまとまった結果と

いうのは、これはいつまでやるというふうなことだけで、例えば私どもは調整項目と

いうのは、合併はサービスは高いほうに合わせると、負担は低いほうにというふうな、

そういう説明を聞いているんですけれども、しかし実際はそういうふうにはいかない

ようですけれども。しかし、この問題については、特に例えば新市の基本目標に載っ

ているものについては、やっぱりサービスは高いほうに合わせるというふうなもの、

ただ実際それを具体的に決めるのは３年かかっても、基本的なものは私はやっぱり合

併する前におおよそのことを決めておかないと、結局合併した場合どうなるのか、た

だ時間的な制約だけを決めて中身が決まらない場合は、全くそのときになってみない

とどんな合併になるかわからないというふうな感じがしてくるんだけど、そんなこと

で今お聞きしたわけですけれども、やっぱり中身の議論を少しでもしておけば、基本

的なことでもしておけばいいのだけども、全くされないと。今の調整項目だって重要

な部分についてはサービスは高いほうに合わせるというふうなものがないと、合併し

たときはほとんど低いほうに合わせられるのかというふうにも取れるわけだ。どうも

中身の議論が全然やる暇がないというか、それはまだ決まっていないということであ

れば、ここでいろいろそういうことに対して要望していく、逆に言えば大体案が煮詰

まる前に要望していくと。そして、その案の中に組み入れてもらうというのが、私は

それが小委員会の役割のような感じするんですけども、どんなものですか。 
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〇進藤 篤委員長 事務局、答える前に、大滝委員さん、やっぱりこの前話したように、

３年以内、５年以内それぞれいいですかということでの…。 

 

〇大滝助太郎委員 それはいいけど、それだけでは…。 

 

〇進藤 篤委員長 だから、それは３年でだめなら５年に延ばすとか、それは修正案は

いいかと思うのだ。 

 

〇大滝助太郎委員 私はそれは何も悪いとは言わない。それは言わないけれども、しか

しなかなか中身が出てこないのだ。３年とはあるけども、それじゃどういう方向に向

かっているのか、だからサービスは高いほうにいくのか、負担は、何もそれが全然出

てこないわけだから、全然見えてこないから。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 次の相違点の調整のところかもしれませんけれども、重要

事務事業で１６３お示しをしておりますし、その他含めて２，５２１なわけですけれ

ども、個々にご覧になっていただければおわかりのように、大滝委員さんおっしゃっ

ているように明確な答えがないものも中にはございます。ただ、３年の経過期間、５

年の期間持ちながらも、３年で新しい基準のものにするとか、鶴岡市の例でやるとか、

何々町の例でやるとか、国の基準を目指してやっていくとか、かなりの部分で方向性

も示しているはずであります。ですから、サービスは高いほうにやると、一般的な話

では到底この合併の議論はできない状況になっておりますので、個々に調整内容をお

示ししておりますので、そこで議論していただきたいというふうに思っております。

決してすべてをその期限だけで先送りしているわけではなくて、そこに方向性を見い

だしているものについては、今申し上げましたように書き込んであるはずですので、

そういったところでご議論いただきたい。また、わからないところがあればご質問い

ただきたいというふうに思います。 

 

〇大滝助太郎委員 さっきの本所、支所の関係に戻りますけれども、そういうことで私

はやっぱり支所にいろいろ仕事なり何なりやるけれども、やっぱりある程度の財源と

いうのか、そういうものがないと、支所でもこれは本当に小間使い、命令に従ってい

るというだけだから、これは地域の伝統文化なり、いろんなこととつながるもんだか

ら、やっぱりこれはそういう面ではきょう決めるのではないかもしれないけれども、

私から要望しておきます。 

 

〇進藤 篤委員長 そのほか、２枚目のところで。 

 

〇齋藤 久委員 新市の基本目標ということで八つの分野に分かれておりますが、それ

はビジョン１の新市の将来像に基づいてまた細かくなっていると思うんですけれども、

このくくり方がこれでいいのかどうかという前と同じような趣旨の意見ですけれども、

検討願いたいというふうに思います。前のほうの将来像に基づいてさらに詳しくここ

で述べなければならないのはわかりますけれども、一つは載せ方の順序、それから一
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緒にできるものがないのかというふうなことと、何か文化、教育にしても、学習とス

ポーツの分野もあれば、資源循環型社会というのは、もっと快適な南庄内らしい、そ

ういう分野にも入るだろうと思いますし、並べ方も何かこれでいいのかなというよう

な、一瞬目標を掲げられてやっぱりストレートにわかるような表し方ができないのか

なと今思いましたので、これもご検討願いたいというふうに思います。 

  この基本目標に沿ってまた次のページの主要施策に入っていくわけですけれども、

そっちのほうを見てもらうとなおわかりますが、何か自然環境の保全と活用について

も、それは１番目の美しく快適な南庄内らしい基盤整備のほうに入っていくのが本当

でないかなというふうに思いますし、また６番目の安心して暮らせる健康と福祉、子

育ての環境づくりの④の男女共同参画社会の推進ということも、言おうとしているこ

とは十分わかりますが、ただ育児、家事、介護など、家庭責任は男女共同で持つとい

うことだけでなく、もっと広く社会に出て地域なり新しい市をつくっていこうという

ことだと思いますので、細かな内容の分野ごとの分け方をもう少し検討する必要があ

るのではないかというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 

〇小林 貢企画分科会長 相互に関連するといいますか、整理の仕方というのはいろい

ろあるというふうには思っております。自然環境の保全と活用に関しては、これは誇

れる文化の伝承と発展とか、そういった観点からの整理をしているわけですけれども、

基本的にはソフトといいますか、いろんな市民の活動とか、そういったものを助長を

していくという観点から整理をしております。 

  １番の美しく快適な南庄内らしい基盤整備、これはあくまで生活基盤とか社会基盤

の整備という観点からの整理をしているものですから、両方に書けば一番いいのかも

しれませんけども、１番は基盤整備という形での整理をさせていただいております。 

  それから、男女共同参画社会の実現に関しては、これもこれからの時代、重要なテ

ーマですので、一つの基本目標ということになるかもしれませんけれども、これも単

に子育てとかそういった話だけではないわけですので、かなり横断的な施策と申しま

すか、そういったことになるわけですけれども、これを一つの基本目標に掲げていろ

んな施策をここに載せますと、ほかと重複するといったこともあるということで、か

なり便宜的な載せ方ではありますけれども、子育てのところに並列的に載せさせてい

ただいたところでございます。子育て環境の充実というものを一つにして、男女共同

参画社会の推進ということをもう一つ起こすということも、それは整理の手法ですの

で、可能かというふうに思いますけれども、施策のレベルでかなり重複した施策をこ

こに書いていくというふうな感じになるものですから、整理上こんな形でということ

でご提案をさせていただいたものでございます。 

 

〇齋藤 久委員 今ご説明していただいたように、重複するところは当然出てくるわけ

で、それはお話のように理解できますけれども、やっぱりこれを内外に示していくわ

けですので、誰が見ても歴然とわかるような表し方がいいのではないかということで

今意見を述べさせていただいているのです。一番最初述べたように、将来像も分類は

大きくはないと思うのです。分類に従ってさらに細かく、細かくということでいかな

ければならないわけなので、その辺の並べ方ももう一考を要するのではないかという

ことで述べさせていただきましたので、よろしくお願いをしたいというふうに思いま
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す。それを男女共同参画社会についてはどの辺で載せればいいかという議論も確かに

ありますけれども、もう少し意見を出し合いながら決めたらいいのではないかという

ふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

〇冨樫栄一委員 私のほうから、新市まちづくりビジョンのただ今議論されております

ビジョン２の行政システムの再構築の件でちょっとお伺いしますけれども、行財政改

革の推進ということで中段に本所、支所の関係についてと、また本所の内容、支所の

内容、それに今後の市域につくられます、いわゆる効率的な執行体制を構築するとい

う文章が載っております。これは、当然そのようにしていくべきだというふうに思い

ますし、それらを特に「合併後の各段階での本所、支所それぞれの市民ニーズへの対

応の状況に合わせて、機能や権限を見直すなどの配慮を加えながら、効率的な執行体

制を構築します」というような文言が載っておりますけれども、この辺文章は大変す

ばらしいと思いますけれども、内容的にもう少し具体的にどのような方向を持って検

討していくのか、その辺もし事務局段階でわかりましたらお伺いしたいというふうに

思いますし、それからこれは新市まちづくりのビジョンということで協議しているわ

けでありますけれども、特に地域審議会とか、様々協議会でもそういった意見は出ま

すし、それらについてやはり第一小委員会でひとつ協議する場を設けてもよいような

感じしておりますけれども、その辺も含めてお伺いしたいと思います。 

 

〇蓮池一輝庶務・人事・選挙管理分科会長 ただ今のご質問でございますが、いろいろ

まず事務局段階ではこれから調査を踏まえながら検討するということでございますが、

庶務・人事分科会という中で検討しているところでございますが、まず本所、支所と

か、そういったところの名称につきましては、まだ仮称でございますので、支所のあ

り方とか、あるいは本所のあり方とかというのがあるわけですが、基本的には本所と

いうのはどうあるべきかということについて、大方検討しているところでは様々論議

されているわけですので、大体イメージというのはそんなものだろうということは皆

様方もある程度ご承知かと思いますし、どういう表現を使っていらっしゃるのかとい

うのも、まずそんなに変わりがない表現になっているかと思います。本所、支所とい

う名称はあれなんですけれども、どういうあり方というのは、例えば本庁方式にする

とか、分庁方式にするとか、支所方式にするとかと、いろいろ言われていますが、そ

れはまず表現の仕方でございまして、中身としてどうあるべきかということを検討し

なくてはならないのではないかと思います。 

  一般的に言われるところであれば、本所と言われるところには市全体の管理部門と

か、政策の立案とか、総合調整部門とか、そういったものが当然あるわけでございま

すし、また支所と言われるところにつきましては、合併前の町村区域を所管する住民

サービスに属する部門とか、あるいは新市のまちづくりに沿った地域振興を担う部門

とか、それから財産管理とか出納とか、そういったようなものは当然あるだろうとい

うことがイメージされるわけでございます。こういったイメージにつきまして、ただ

漠然としているわけでございまして、じゃ具体的にどういうことを中身といいますか、

そういったものがあるべきかなということも当然検討する必要があるわけでございま

して、その中で第１段階としまして、現在調査していることがございまして、各市町

村で行っております事務分掌について、これは事務分掌というと当然例規集等に載っ
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ております。そのとおり事務分掌があるわけでございますので、こういった事務分掌

は合併後にどうあったらよいのかということを、現在各分科会において検討していた

だきたいということをお願いしておりまして、どうあるべきかということにつきまし

ては、こういったものが新市となった場合において例えば統合すべきなのか、あるい

は一部統合すべきなのか、分担してやるべきなのか、あるいは廃止して本所のほうで

一括していいのか、そういったものも含めて想定してみなくてはいけないだろうとい

うことでございまして、現在各分科会等に事務分掌における振り分け方というものの

調整についてお願いしているところでございます。そういったものの集計を見て、ど

ういうふうな形にあるべきかということをまた検討してまいりたいと思いますが、そ

のときはまたご報告したいと思います。今その調査をしているところでございます。 

 

〇冨樫栄一委員 それで、私昨年の１０月１７日に櫛引町で開催された第４回の専門小

委員会で意見を出させていただきましたけれども、南庄内の７市町村の広域的な合併

になりますと、大変鶴岡市さんに失礼に当たるかというふうに思いますけれども、ど

ちらかといいますと、市街地が中心になりがちで、町村部は発展しにくいと、そうい

ったデメリット的なものが感じられるというのが一般住民の意見にもありますし、私

はそういった面を解消するためにも、やはり地域の振興というものをどうしていくの

か、その辺もう少し文章だけでなく、具体案を出して、例えば地域審議会を組織化す

るとか、また私櫛引さんに集まったときは、いわゆる住民自治協議会、これを組織化

してその機能を強化することが、新しい市の行財政改革の効率的なアップになるので

ないかというふうに意見を出させていただきましたけれども、それはそれとして地域

審議会とまた性質が違いますけれども、その辺もう少しせっかくの専門小委員会でご

ざいますので、そういった面でも突っ込んだ協議してもいいのではないかというふう

に思いますけれども、その辺委員長、どうでしょうか。 

 

〇進藤 篤委員長 ここで協議するというよりも、当局のこの案に対して我々は一応ど

ういう考えかという話であれば、意見あれば…。 

 

〇大滝助太郎委員 案ばかりでなく、やっぱりここの意見を出していかなければ何にも

ならない。 

 

〇進藤 篤委員長 それは意見はいいでしょう、大いに出してもらって結構です。小委

員会としてどうこうすると、それはまた別問題だと思いますので、意見はどんどん出

してもらって検討する。 

 

〇冨樫栄一委員 行政システムの再構築でその辺の地域的なことかなり載っていますの

で、その辺で忌憚のない意見出してもらって、それでさっきからお話したとおり、も

う少し地域から盛り上がる、住民自らが立ち上がるような組織づくりというのをこれ

から考えるべきであるというふうに思います。特に受益者負担ということを住民の

方々が意識として持っているのは当然だし、それによって十年後も財政逼迫というよ

うな状況にならないためにも、そういった組織とかがやはり非常に大切ではないかと

いうふうに思いますので、そういった面を含めまして今後の新市のためにも、財政効
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率を上げるためにも、決して悪い方向にはいかないというふうに思いますけども、そ

の辺含めまして意見を出させていただきます。 

 

〇進藤 篤委員長 今冨樫委員さんの話ありましたけれども、この件に関しての考え方、

事務局どうですか。 

 

〇齋藤 久委員 関連して、今冨樫委員から話されましたように、私もその本所、支所

機能、あるいはサテライト方式だとか、地域審議会、冨樫委員はまた別のイメージで

地域の組織をイメージしているようですけれども、ここの専門小委員会でぜひ議論し

ていただきたいということ述べさせていただきました。今進めている新市まちづくり

のビジョンについてだとか、事務局から与えられている専門小委員会の協議のことに

ついて事務事業の調整進めなければならないのは当然ですけれども、第二小委員会か

ら比較すると、その議論も大分第一小委員会のほうは進んでおりますので、その後に

今話されたことだけについて、その他でも結構ですので、地域審議会のような組織の

つくり方だとか、あるいは支所機能についても、同じ支所でも温海、朝日やまた藤島

とか支所によっても事務分掌の与え方も違ってもいいのではないかというふうな私個

人の考えもありますし、またサテライト方式というようなことで専門性を与えること

も、ぜひ消さないで議論していただきたいというふうに思いますので、今はちょっと

ビジョンの話をしておりますので、それはちょっと無理かもしれませんが、どこかで

やっぱり議論していただかないと、合併協の全体の会議は全体の会議ですので、私は

その他でいいと思いますけれども、ぜひこの専門小委員会で議論を進めてもらいたい

と思います。そうでないと同じ地域審議会でもみんなそれぞれ考え方が微妙に違って

おりますので、どこかでやっぱり調整はしていかなければならないと思いますので、

その辺委員長から取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。 

 

〇進藤 篤委員長 では、事務局から答弁もらう前ですけれども、毎回このことではひ

っかかっているようですけれども、非常に大事だからこそ論議になるというふうに解

釈しますし、今副委員長の齋藤委員さんから話ありましたけれども、この地域審議会

とか、本所、支所機能に関しての意見もそれぞれ考え方があるし、大事なことであり

ますので、今提案されたこととは別にその他で、きょうでもいいですし、時間があれ

ば検討するということにしてはという意見ですけれども、皆さん、どうでしょうか。 

 

〇斎藤助夫委員 そういうことではいいと思いますけれども、確かに今までも地域審議

会とかそういうものは議論されてきたわけですけれども、今国のほうでも地域自治組

織とか、いろいろそういう組織について検討しているわけでありますので、それぞれ

の組織の正確な位置づけといいますか、権限とかそういうものもまだ不透明な部分も

あるわけですので、今副委員長が言われたことについては異論はありませんけれども、

その辺これからの流れも見ながら、酒田でもそういうことで進めているような新聞報

道もありましたけれども、これは議論あるいは要望とかやっていくのはいいわけです

けども、その辺のところも合わせて検討しながら対応していくべきでないかというこ

とを、今の段階では意見を表明させていただきます。 
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〇進藤 篤委員長 なかなか地域審議会とは何ぞやと言われると、それぞれ今度は皆さ

ん方の考えの中にも法人格があるとかないとか含めて様々あるわけですけれども、一

つの法律的な根拠がそれはそれとしてあるだろうけれども、今皆さん方から出されて

いる意見の積み上げみたいな形で、例えばこの適切な方式を導入するという表現にし

ても、適切な方式とはどういうものかなんていう、そういうことでもいいのかなと、

ここで小委員会としてまとめてこう決めたんだということにはならないと思うし、お

互いに意見交換をしながら高めていくと、詰めていくと、そういうことでやむを得な

いのかなと私思いますけれども、そんなことで後でその他のほうででも時間を取りな

がらそれをやるということで今意見出たわけですけれども、そのようにしていかがで

しょうか。 

 

〇進藤 篤委員長 異議ないようですので、それではそのようにさせてもらいます。 

  それでは、今２ページ目に入っているわけですけれども、この件に関してほかに。 

 

  （「いいのでないでしょうか。」という声あり） 

 

〇進藤 篤委員長 ないようですので、それでは２枚目はこれくらいにして、次３枚目、

このビジョン４については、新市の主要施策ということで最後まで続いているわけで

すが、これを通して何か意見があれば出してほしいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  今まで発言なさっていない委員の方からも、施策あるいはまちづくりビジョンにつ

いてはひとつ発言をお願いしたいと思います。伊藤委員さん、どうですか。 

 

〇伊藤 忠委員 先に進めてもらって結構です。 

 

〇菅原一浩委員 それでは、せっかくですので、１番の基盤整備のところでありますけ

れども、やはり交通ネットワークの整備だとか、そういったハード面での整備という

のが非常に難しくなっているのが現状じゃないかなと思っております。そうした面で

よその地域との競争とか、そういった面で見るとやはり情報基盤の整備というものが

非常に大切になってくるんじゃないかなというふうに私は考えております。そのあた

りやはり民間主導というのはしようがないかもしれませんけども、その辺の基盤整備

に当たっての新しい市としての考え方をしっかり早い段階で行っていただければと思

います。意見でございます。 

 

〇進藤 篤委員長 この表現や考え方に関してはそのままでいいですか。 

 

〇菅原一浩委員 そうですね、これ以上は書けないと思います。 

 

〇進藤 篤委員長 そのほかございませんでしょうか。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、ないようでございますので、新市のまちづくりビジョン

についてはこれくらいにしたいと思います。 
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  それでは、きょう配付されましたまちづくりビジョン３、主要指標の見通しでござ

いますが、これに関して、先ほど事務局から若干説明ありましたけども。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、ないようですので、これは了としたいと思います。 

 

（２）専門小委員会の協議状況について 

〇進藤 篤委員長 それでは次に、（２）の専門小委員会の協議状況についてというこ

とを議題にして進めたいと思います。 

  事務局から説明をお願いします。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 小さい横のこの資料です。前回と前々回の専門小委員会で

相違点の調整ということで事務事業の調整とさらには一部事務組合等、また第三セク

ター、土地開発公社等ということでご協議をいただいております。配付いたしました

資料は、専門小委員会、第一小委員会でありますけれども、調整協議の状況をまとめ

たものでございます。これにつきましては、本日のこの会議でご確認をいただいた上

で、次回の合併協議会に報告をいたしまして、全体としてのご協議をいただきたいと

いうことで考えております。 

  第一小委員会の部分では、ご覧になっていただければと思いますけれども、全項目

とも調整内容案のとおり了承となっているということであります。いただきましたご

意見いろいろございますけれども、これも付して協議会のほうには報告したいという

ふうに考えております。 

  ちょっと見てみますと、１枚目でいえば０１１－００５都市宣言のところでは、主

な意見ということで、市町村ごとの独自色の強い宣言に関しても、大事に取扱うよう

配慮してほしい。市町村ごとの特色ある宣言は、支障のない限り残してほしい。 

  また、名誉市民顕彰のところでは、既存の推戴者については、旧市町村の名誉市民

という取扱いだが、新市においても相応の待遇をするべきだ。現在新しく推戴を検討

している市町村民の扱いをどうするかも含めて検討してほしい。 

  また、２枚目の総合計画審議会、一番下でありますけれども、総合計画審議会の委

員については、旧市町村単位から選出する方法が良いと思う。地域審議会の内容につ

いて具体的に議論を進めていただきたい。 

  さらには、もう２枚めくっていただきまして、４ページになりますが、０１２－０

６２ふるさと会のところで、予算措置について一定の基準が必要ではないかと。 

  その下の交流事業のところでは、地域の特色ある事業の推進、公平性の観点などか

ら、一定の基準により支所に権限と財源を与え、その中でやらせるべきだ。合併前の

各市町村の努力も考慮すべきであり、ただ単に当面従来どおりとするだけでは、新市

において必ずしも平等ではないと思うので、今後も議論をしていただきたい。単に予

算も当面従来どおりではなく、平等性の観点から各地域に一定の基準により予算配分

し、執行については裁量権があっていいのではないかということでありますし、後ろ

から２枚目の６ページになりますが、雇用対策事業と新規学卒者就職支援、両方に共

通しまして、全体的に言えることだが、支所に権限と財源を持たせるとすれば、雇用

助成などの独自の制度は、それぞれの支所単位で判断して残すこともできる。これか

らは、少子高齢化の厳しい時代であり、すべての事務事業を統一するというのではな
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く、特色を残しながら、地域のことは地域でやる地域内分権も必要ではないか。伝統、

文化に係る施策等、地域づくりの特色や役割分担には独自性があったほうが良いが、

雇用助成等は政策的に判断する問題であり、新市になってから格差があっては不平等

感を招くと。 

  下のところの各地区観光協会等のところで、民間意識、企業感覚を持った観光協会

のあり方を検討してほしいといったようなことで貴重なご意見を様々いただいており

ます。こういったものも付して協議会のほうに報告をしたいというふうに思っており

ます。 

  スケジュール的には、２７日の協議会に出させていただきたいと思っております。

形としましては、事務局のほうからご報告をさせていただきたいというふうに思って

おります。現在の三つの小委員会の進度を見ますと、第一小委員会と第三小委員会は

同じような進み方をしております。第二小委員会のほうが協議がまだきょう現在行わ

れておりまして、きょうで終わるかどうかといったような状況であるようです。そう

いったことでちょっと進度のばらつきが出ておりまして、専門小委員会の開催も開催

があったりなかったりといったような状況になっておりますけれども、まず２７日に

は第一と第三を報告するということになろうかと思います。その上で第一、第三の部

分については全体会での協議を行っていきたいと。その際こういったご意見も紹介を

させていただきながら報告したいというふうに思っております。 

  まず、こういった意見とはちょっと趣旨が違うとか、もっとこういったことも言っ

たはずだと、そういったものがあればまたきょうこの場でご意見をいただければとい

うふうに思います。 

 

〇進藤 篤委員長 今説明いただいたことに関してご質問、ご意見などございませんで

しょうか。２７日の協議会に報告するということです。 

 

〇冨樫栄一委員 今の件で、協議会に一応第一小委員会の報告をして、そして協議会で

いわゆる第二、第三小委員会の委員になっている方々から様々質問があった場合はそ

れなりに対応していくということですか。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 協議会としてはやはりそういったことだと思います。質問

が、今のは第二、第三の委員の方から質問というふうなことでしょうか。その中身に

つきましては、なぜそういった決定なのかということがもしあるとすれば、ひょっと

すると委員長や委員の方々という場面もあるのかと思いますが、調整内容の質問だと

か、こういったことはもっとこういった調整のほうがいいんじゃないかというような

質問に対しては、事務局側のほうで答えさせていただきたいと思っています。元々の

調整内容をつくったほうで答えさせていただくと。ただ、委員会の協議はどうであっ

たんだとかというようなことで、委員が答えるような雰囲気の質問がもしあるとすれ

ばお願いすることもあろうかと思いますけれども、基本的には事務局でご報告をして、

質問に対してはそれぞれの専門部会のほうで答えるということで想定はしております。 

 

〇進藤 篤委員長 冨樫さんいいですか。 
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〇冨樫栄一委員 はい。 

 

〇進藤 篤委員長 そのほか。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、ないようですので、これでこの件は良しということにし

たいと思います。 

それでは、協議の（１）、（２）終わりました。その他ということですけれども、

ここで時間も１時間ほど経過しましたので、休憩を取りたいと思います。２時１０分

までということで休憩をしたいと思います。 

 

  （休  憩 午後１時５７分） 

 

  （再  開 午後２時１０分） 

 
(３)そ の 他 

〇進藤 篤委員長 それでは、時間になりましたので、皆さんおそろいですので再開い

たします。 

協議の第３ということで、先ほどのまちづくりの中でも話出ましたけれども、いわ

ゆる地域審議会の件と、それから支所、本所機能の件と大きく二つ出たわけです。こ

の件に関して意見交換をしながら、それぞれの考え方を取りまとめするようになるか

どうか、私もちょっとどうすればいいかわかりませんけれども、そんなことでいろい

ろ意見交換をしながら積み上げていければなというふうに思います。参考までに先ほ

どの行政改革の推進の中でもここに集約されると思うんですけども、「本所・支所の

関係については、地域住民に密着した行政サービス提供を図ることを基本にしながら、

それぞれの地域の特性を一層生かせるように役割分担を念頭に、適切な方式を導入し

ます。」と、こういう表現があるわけです。そんなことも参考にしながら意見交換を

したいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

 

〇齋藤 久委員 今委員長からお話ありましたように、地域の特色を生かせるようなあ

るいは地域の声を吸い上げられるような組織がぜひ必要だと私は思います。いろいろ

この合併特例法の中でも、あるいは第２７次地方制度調査会の中でも具体的にその構

想が出されていますけれども、それは地域審議会でもあるいは地域自治組織でも結構

だと思いますけれども、中身を具体的にイメージアップしていきたいというふうに思

いますが、私はその区域は旧市町村単位でいいと思います。機能はもちろん新市の議

会の権能を奪うような役割までは持たせなくともいいと思いますけれども、それぞれ

の旧市町村単位でいろいろな活動などについて決めることができる組織をつくってほ

しいというふうに思いますし、その設置手続きについても合併後に期限を設けて設置

するということでなく、合併をする前からこの合併協議会であらかじめ設置するとい

うことを決めていただきたいというふうに思います。組織の構成についてもその構成

員の選び方もありますが、広く公募も含めて地域住民の幅広い意見が吸収できるよう

な委員の選び方がいいのではないかというふうに思いますし、いろいろその組織につ

いても財源なども与えて、ある一定の中では地域内分権といつも言っておりますけれ
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ども、地域のことは地域である程度できるような役割まで負わせてほしいというふう

に思います。もちろん組織の中にも職員おりますけれども、ある程度行政職もお手伝

いできるような体制がいいのではないかというふうに思います。 

また、支所、本所のあり方についても、全体の捉え方はこのビジョンに書いてある

とおりでいいと思いますけれども、先ほどもお話しましたが、それぞれの六つの町村

の地形的なこともありますので、その地形、あるいは今までやってきたことなどを考

えながら、画一的な支所機能を与えるということではなく、もっと幅広く事務分掌を

それぞれの地域に合わせて与えていただきたいなというふうに思います。もっと具体

的に言うと、温海町や朝日村に支所を置く場合は、いろいろな細かなところまでその

地域の人たちがそこで済ませられるような業務もやっぱり置く必要があるのではない

か、大雑把では総合支所方式という方式が一番いいと思いますけれども、さらに私た

ちの町、藤島町においては農業分野すべてではありませんけれども、今エコロジーを

大切にして地域社会をつくっていこうというエコタウン事業を進めておりますので、

そういう農業分野はある程度藤島町がリーダーシップを取れるような形で機能を負わ

せていただく、専門性サテライト方式ですけれども、与えていただきたいなというふ

うに思います。それらがお互い競争して、新しい市の中でも切磋琢磨することによっ

て新市がよその地域から見ても輝く、地域の特色が生かせる、生き生きとした新市に

なるのだと私は思います。財政も厳しい折、小さな政府ということで地域の人たちが

いろんな知恵や汗を出して新しい市を築いていけるような組織をぜひつくっていただ

くように、合併前から決めてほしいと、こういう話を首長会議、運営小委員会などで

もこの第一小委員会から伝えていただければ大変いいのではないかと思っております。 

 

〇進藤 篤委員長 いろいろ考えを、意見を出してもらったわけですけれども、なかな

か我々にも運営小委員会のほうはわかりませんが、いろいろ話題はなりながらも具体

的に見えてこないというような歯がゆいところもあるわけです。合併特例法の中での

地域審議会の性格を越えた新しい考え方を盛り込んだ方法がいいというような齋藤委

員さんの考えですか。 

 

〇齋藤 久委員 先ほども言いましたけれども、いろいろそのつくり方があるのだと思

います。私はいいところを、というか私がイメージしていることを述べさせていただ

きましたけれども、それが法的にできるできないということもありますし、法人格を

有する有しないということもまた大きな賛成反対ということの分かれ道にもなるかと

思いますので、その辺を事務局からいろんな資料を取り寄せていただいて、この委員

会の中で議論したらもっと具体的にイメージがはっきり固まってくるのではないかと

思うんです。 

 

〇斎藤助夫委員 今、藤島の齋藤委員からお話ありまして、今までは私の感じ方として

は地域審議会ありきのお話だと思ったんです。今齋藤委員のお話では、本所、支所と

いう、まず今の発言の中にも地域審議会ということは出てこなかったし、今事務局で

も本所、支所ということでここにいろいろ書いてある適切な方式導入とか効率的な執

行体制とか、それは本所、支所というものを基本にした考え方だと思っているし、そ

ういう意味では今の齋藤委員のお話では本所、支所機能ということで、その辺のこと
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をもっと具体的にというお話だと思いますので、別に地域審議会にこだわらなくても

いいというような発言かなと思ったんですが、その辺はどうですか。ただ今のご意見

の中での私の受け止め方としてはそういうお話かなと思いました。 

 

〇齋藤 久委員 総合支所方式ということで、具体的に事務が与えられるわけです。で

すけれども、その地域の中でいろいろ考えて、運動会や学校の支援活動、ちょっと急

で浮かびませんけれども、地域の中でやってきたことも残すということだとか、それ

らを今までの行政改革推進委員みたいな感じのメンバーで、支所にどういう役職の人

が座るかわかりませんが、支所長に提言できるような組織をつくったほうがいいと私

は思っております。それが私のイメージでは地域審議会ですけれども、ただ鶴岡市の

場合は中学校区域がいくつもありますので、その中にひとつでなく、鶴岡にはもっと

その中学校単位ですることがいいのかどうかということもまた議論になるだろうと思

いますし、地域のことは地域で考えて、責任を持って治めていくというようなことで

す。つけ加えますと、また議会の役割ということできょう検討小委員会で定数決まり

ましたが、市の議員は地域にこだわることなく全エリア的に自治の発展のために活動

していかなければならないわけで、その辺と地域審議会の役割の区別はきちんとつけ

ていかなければならないと私は思っておりますけれども、議会の権能を脅かすことの

ないようなそういう組織を私はイメージしております。 

 

〇進藤 篤委員長 お互いに意見出し合いながら、これはどうこうと決めるわけでもあ

りませんので。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 皆さんもそうであったし、私も当初から支所は設置すべきだと、

もちろん支所には支所長を置き、一定の予算と権限を与えると。そこにはその予算を

いかに町民のために使うかとなると、町民の考え方を吸収する機関というのが必要に

なるわけです。それがやっぱりそれぞれの皆さん考えている地域審議会、例えば今は

うちのほうは振興審議会、町の総合計画ですが、振興審議会というのがあって、そこ

の了解を得ながら事業実施しているわけだ。そういうスタイルのものをこの支所ごと

に置く必要があるということで、そこには法人格、非法人格の話出たけれども、私は

非法人格にすべきだと。したがって議員との摩擦は私は絶対ないという見方をしてい

る。そんなことで私はずっと言ってきましたし、一定の予算を与えるもんですと、そ

の範囲をどうやって、さっきも齋藤委員さん言っていたようだけども、それをどこま

でするかというのは今後の問題だと思います。そのほかに何か話聞いていると、齋藤

委員さんのは特殊なエコタウン構想を持っていると、そこにはそれなりの特別な考え

方を持ってくださいよという、これも私は否定はできないから、むしろそのための予

算、補助というのは出して、運営のための、そういうものはやっぱり多く飛躍するほ

どの寸法を期待しながら、そういうやり方のほうが私はいいのでないかと。法人格を

与えないものであれば、私はたとえ権限ある国であってもそれぞれの自治体が特色を

出して地域づくり、町村づくりするわけですから、規制することはできないだろうと、

こんなふうに思っています。予算を伴うような法人格を与えるものであれば、これは

やっぱり一定の規制枠の中でやりなさいというそういう指導あると思うけれども、私

はそんなふうに考えています。今も変わりはありません。 
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〇伊藤 忠委員 私も今の審議会等の考え方については今の意見とほぼ同じなわけです

が、従来あった振興審議会あるいはここでいう総合計画審議会と、これらはやっぱり

新市の中で一本というのは当然なわけですが、それ以外で地域のことに限ること、特

に今回の合併についても住民の一番心配することは、確かに議員数も少なくなってい

く、どう地域の意見を捉えて、地域の特徴をどう生かしていくか、どう残していくか、

それらをまとめる機関をどう残すのか、このことが一番心配しているところだという

ふうに思います。この第一小委員会の中でもふるさと会やら交流事業等、地域の特徴

を残して当面継続していく、しかもいろいろ見ますと、それに伴う予算の取り方等も

大分波があるようですから、これを一気に調整というのはできないと思う。それから

第二、第三小委員会からやっぱり当面従来どおりというものがかなり出てくるでしょ

うし、それらを総括して各旧市町村、地域の中で、地域審議会というものの捉え方が

いいのか、ざっくばらんに地域協議会というものの考え方で捉えていいのか、そこの

中でやっぱり例えば藤島は予算措置された中でこの部分は藤島の特色として残してい

きたい、大事にしていきたい、そういうものをどうまとめていくかというのはやっぱ

り旧市町村段階では地域の協議会だろうと、そんな意味での協議会が必要だと、これ

は従来からこの中でもいろんな協議されてきたわけです。それらがいつごろどう具体

的に組織機構図等の中に載ってくるのか、まず財政はこれからですから、それに伴う

総括してその地域全体になんぼだ、そのことについては地域審議会の中に、地域協議

会ですか、呼び方はどう変わるかあるわけですが、その辺任せて、そんな意味合いか

ら、そういう地域協議会というのは大事なことだというふうに私も思っていますし、

ぜひこのこと実現できるように、このことは第一小委員会で特に強い意見も出たし、

まとめてきた、実現していきたいというものを委員長名でやっぱり協議会の中にくみ

上げていただくというような努力が大事なのではないかなというふうに思いますし、

ここの委員会の中ではそれを大事にして上に突き上げていくという決議をしてもいい

のではないかなというふうに思います。 

 

〇進藤 篤委員長 今の委員会の性格からいってまとまった委員会の意見としてという

こと、どんなもんですか、私は悩むけども。 

 

〇大滝助太郎委員 斎藤委員のほうからいろいろご心配というのか、例えば支所機能あ

ればというふうな話だけれども、やっぱり組織上から言うと本所、支所というのは、

要するに住民から見るとサービスを与えるほうの組織で、本所、支所とかという機能

があると。今話題になっている地域審議会なり協議会なりというのは、これはサービ

スを受けるほうの立場の組織ですから、それは矛盾はしない。やっぱり支所、本所と

いうのはあくまでも行政の組織で、住民に対していろいろサービスを与えるほうの組

織であるわけで、今の話題になっているやつは住民の組織ですから、そのサービスを

いかに受けるか、あるいはその地域にきた予算をどう使うかとかというふうな住民の

組織だから、例えば支所機能がかなりあったからそれはいらなくなるということでは

なくて、逆に言えばいろんな支所の機能がサービスを与えるほうでその支所の機能が

あればあるほど、住民のサービスを受けるほうのいろんな意見とか、組織もあっても

いいわけですから、さっき鶴岡市の斎藤委員さんが心配している、支所機能があれば
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そういう組織はいらないのではないかと言うけども、これは平行してむしろ行政のほ

うのサービスを与える組織と、こちらのほうでは逆に言えば住民側のサービスを受け

る組織、あるいはこういうサービスをこういう方法で受けたい、あるいは活用したい

ということでむしろ私は両立というのか、お互いに車の両輪、サービスを与えるほう

と受けるほうが、受けるほうは自分方のいろいろ要望なりを持つというふうなことで、

むしろ私は地域の活性化にはそれが必要だろうし、矛盾もしないと。それから、特に

行政が広域化すればするほどやっぱり行政サービスを与える側と受けるほうが非常に

緊密性がなくなるというのが普通だわけです。そういうことで、組織は大きくなって

も地域と行政が一体性を持つということから見れば、むしろそういう組織があったほ

うが私はやっぱり円滑にいくし、新市が活力を持つにはそういう一番末端の住民と組

織がきちっと連絡を密にして、常に血が通うようなことができるのではないかなとい

うふうに思いますので、先ほどそういう支所なりの機能があれば必要ないのでないか

というふうな心配ですけども、私は逆にそういうふうなことがむしろ活発化するため

に車の両輪としていいことではないかなと思います。以上です。 

 

〇進藤 篤委員長 皆さん方から一言ずつ考え方なりをお願いしたいと思います。前田

さんどうですか。 

 

〇前田藤吉委員 私も本所機能また支所機能大賛成でずっときたわけですが、その支所

機能の中でやっぱり地域審議会というもの、今までの振興審議会みたいなものは当然

必要だなというふうにずっと思ってきたわけですが、その中にただいろいろの組織が

あるもんだから、どういう組織のメンバーで地域審議会の構成をするのかというよう

なことは、これからいろいろ検討する余地も若干あるかもしれません。ただ藤島さん

のように、専門性ということも考えながらこれから農業の分野は藤島というようなこ

とで持っていったほうがいいのか、全体を考えてその支所として地域審議会の意見と

して出たものをどう集約して総合審議会に提案をしたり、または議会に上げていくか

というようなことが、順序のためにそういうようなものは必要だというふうに私は今

まで思ってきたんですが、この分野はここ、この分野はここと言っても、ないところ

もあるかもしれませんので、仮に果物なんかは羽黒さんのほうで持つというと羽黒さ

んのほうまで行かないとその話のあれができないというのが今農協あたりのやり方だ

わけですが、地域としてそれも含めたことで、これはぜひというものはその地域地域

の特色があるわけですので、そういう特色を伸ばしながら新市がうまくいくようなこ

とをぜひやってもらいたいなと思って、この本所、支所機能または地域その支所なり

に地域審議会というものを設けて、特色をやっぱり新市づくりとしてこれを考えてい

くべきだというふうに私は思っていますので、ぜひともそのことは進めてもらいたい

なというふうに思っています。このことに対しては私は大賛成であります。 

 

〇進藤 篤委員長 齋藤委員さんどうですか。 

 

〇齋藤金一委員 私も本所、支所機能については賛成ですけども、副委員長の齋藤委員

さんがおっしゃったように、ある程度本所機能といいますか、それをサテライト方式

に持っていったほうがいいんじゃないかと。例えば農林水産業、第一次産業なんです
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けども、鶴岡市を例に取れば農山漁村整備課ということで一つの課で全部やっている

わけなんですけども、それは本所機能ということではいいと思うんです。それを例え

ば農政部門、農政室といいますか、またさらに分けた段階でその地域の特色を出すと

いうことで分散して機能を持たせたほうがいいのではないかと。例えば水産の面にお

きましては、どちらかと言えば温海町のほうが漁業が盛んなわけなんです。例えば本

所のほうで一つの課になって、加茂から鼠ヶ関まで一帯を全部把握するというのもち

ょっと距離的な関係もありますし、温海の今の庁舎を利用して、そこに例えば水産室

なりを置いて、そこから鼠ヶ関から加茂まで海岸線一帯をみるというような格好で、

例えば林業については朝日村さんとか、そういう格好である程度本所機能についても

サテライト方式を採用して、そういう分散型でいったほうがいいんじゃないかと、あ

くまでも全体を取りまとめるのは本所機能に残しておくというふうな方法ということ

で考えていますけれども。 

 

〇進藤 篤委員長 菅原委員さんどうですか。 

 

〇菅原一浩委員 私も新市まちづくりのビジョン、行政システムの再構築、市民との協

働というところで広報広聴機能の充実と市民の意向を適切に行政に反映させる仕組み

づくりを進めますというようなことも書いてございます。本当に地域の住民の方々の

意見を吸い上げることは非常に大切なことであるというふうに思います。それからな

かなか勉強不足で申しわけないんですけれども、地域審議会というのはどういうもの

かというのがまだはっきりわからないところがあります。確か東北では大船渡市かど

こかが三陸町と合併するときに取り入れたかと思いますし、ほかにも何例かあったと

思います。それについてはおおむね５年以内とかおおむね１０年以内とか、期限を区

切って、そして旧行政単位の激変緩和措置として用いるといったようなイメージが非

常に、私の中では強くなっているもんですから、その辺法令との関連もあってどこま

でできるのかなというのが正直なところございます。住民自治協議会の法人格化とい

うものも、きのうあたりの新聞ではまだ法制化はされていないというようなことも書

いてあったような記憶をしております。本当に新しい形での住民の意見を尊重するよ

うな組織というものが私も必要だと思っておりますので、それが非常に失礼な言い方

かもしれませんが、ふたを開けると合併前と同じだったということだけはないような

仕組みづくり、地域審議会が前の議員さんばっかりの組織であるというようなことだ

けはないような仕組みづくりをしていただきたいなというふうに思っております。 

また、本所、支所機能につきましても、この合併協議会設立当初からサテライト方

式といったことがございます。本当に各市町村とも各々特徴を持った地域であると思

いますので、そのあたりを尊重したつくり方をしてもいいのではないかなというふう

に思っております。またこれにつきましてもやはり住民の方々が今までとどこが違う

のだというようなことをぜひとも思われないような形での本所、支所づくりというの

を、やはり協議していかないといけないのではないかなと思っております。 

以上でございます。 

 

〇進藤 篤委員長 最後に、私も一言言わせてもらいますけれども、この行政システム

の再構築、先ほど読み上げたりしながら自分で感じることがあります。というのは、



 21 

やっぱりこの合併で特に議員定数も先ほどおおよその線が出たわけですが、そういう

ことからすると、地域の住民の声がなかなか一番の本庁の議会あるいはトップまで届

かないのではないかと、どうして届けるのだと、あるいは行政サービスを施すにして

も誰がどういうふうに伝えてくれるんだと、そういうことなどを考えると、どうして

も一つの大きな新市のまちづくりの構想の中には立派なことがいっぱいうたってあり

ますけれども、それがストレートに伝わるか、あるいは吸収できるか、そういうこと

を考えるとどうしても今の各自治体の町村単位の組織というのは当然必要だろうと、

ぜひとも置くべきだろうと、私もそんな考えは持っています。そんなことからすると、

今の合併特例法の中での地域審議会のその性格も様々私も勉強不足でよくわかりませ

んけれども、委員は首長の任命だとか、あるいは報酬はないだとか、そのぐらいしか

わかりませんけれども、そういう性格付けがあるわけです。それで議会が二つあるよ

うなそういうものは必要ないと思うし、きちんとした一つの組織としてのまとまりも

必要であろうなというふうなことも考えながら、朝日村みたいな遠いところで議員定

数も１４から２に、今の段階なわけですけども、少なくなるということも考えると、

やっぱりそういう受け皿はぜひとも必要だろうなと、そんな考えで私はおるところで

す。最後に蛇足ながら委員長を外れて発言させてもらいましたけれども、そのほか意

見どうでしょう。 

 

〇冨樫栄一委員 今、委員長から様々お話ありました中で、私もちょっと勉強不足であ

れなんですけども、今回の合併特例法の地域審議会というのは、いわゆる特例の審議

会であって、首長が諮問出されましたことについての審議をするということ、１０年

ぐらいがめどになると、これは暫定的な審議会であると私は思います。やはりそれで

は、先ほど皆さん方のお話ありましたような意味合いのない審議会であると思います

ので、私は同じ名前でももし地域審議会と名前がつくならば、恒常的なそういった内

容をやはり含めた提案、意見を出すべきだと思いますし、私は地域審議会でなく、や

はり住民自治協議会、いわゆる行政と自治の両輪が運営すると、地域まちづくり計画

はやはり末端の地域住民に任せると、それによって効率のある財政運営もできるし、

またこれまでの様々なその地域にあった歴史、伝統また文化というものは維持してい

くし、まちづくりは地域に任せると、そういった意味合いから、本所機能を強化する

とか支所機能を強化する、そういうことでなく、やはり末端のことを支所機能にある

程度本所でも委ねるというような、それによって本所としても補助あるいは様々支援

するという、そういう段階を踏んでこれから進めていただきたいと思いますので、そ

こを含めてひとつお願いします。 

 

〇進藤 篤委員長 冨樫さん言うのはあれですか、地域審議会とは別に、まず住民自治

組織のこと…。 

 

〇冨樫栄一委員 名前が地域審議会であっても何も抵抗ありませんけど、ただ内容的に

暫定的な審議会では意味ありませんので、この際やはり恒常的な、その住民が持続し

てこれから将来のことも地域のまちづくり計画も立てられるような、そういった組織

をつくっていかなければならないと思いますので、それを含めて。地域審議会という

のはこれから多分出てくると思います。 
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〇進藤 篤委員長 細部にいけばもっと考え方も様々あると思うけれども…。 

 

〇冨樫栄一委員 ただ今回の地域審議会というのはどうも、そういう傾向が見受けられ

るし、そういうふうになればもう少し建設計画を強化すればいいのでないか、そうで

はないという意見が出ると思うから、あえて言わせてもらいました。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 今の羽黒の冨樫委員さん言うのはもっともだと思うんだ。市町村

の規模はどの程度が適正かというのは私もよくわかりませんけれども、今日庄内がこ

こまで良くなってきたというのは、やっぱり市町村が競い合ったからだと思うんだ。

それがなくなったらどうなるだろうというようなことを考えたら、支所ごとに競い合

わせて、合わせるというのもおかしいけれども、お互いの特色を生かしながらそれぞ

れの地域が努力することによって良くなっていくのでないか。本所一本にするとそれ

がやっぱりできなくなるわけだ。そんなことから考えても私は時限立法じゃなしに、

恒常的な形でできるものであれば進めてほしいなと、こんなふうに思っていました。

今までもよく言われてきたように、中央集権から地方分権、分散とか分権とか言われ

てきたけれども、これがまさに今度合併することによって支所も置かなければ中央集

権的な形になると思うんだ、逆戻りの形になると思う。それでは南部全体が良くなっ

ていかないのではないかなと、いかに支所機能というのが将来とも重要かというのは、

この辺考えたらやっぱり理解してもらわれるのでないかなと思うんだ。 

 

〇進藤 篤委員長 いろいろ意見は出されたわけですし、いわゆる地域審議会というこ

とに関しての捉え方は様々奥の深いものが、それぞれ根っこの部分は違う面もあるな

というふうに思いましたけれども、地域審議会そのものに関しては、皆さんおそらく

心を一つにできるものではないかなというような感じがしましたし、この委員会とし

ての一つの性格付けといいますか、意見としてこの地域審議会を設置するような方向

でということの表現はいいのかなというふうに思いますけども、どうでしょうか、こ

の辺のまとめ方として私もどうしたらいいかわからない中で一つの小委員会の意見と

して。 

 

〇伊藤 忠委員 出すとすればやっぱり第一小委員会でしょうし、このこと出していっ

てもやっぱり全体協議会の中で十分捉えられて理解してもらえるというふうに私は思

いますから、やっぱり当委員会の委員長からこれ提案していただくということが大事

でないかなというふうに思います。そうなって初めて組織機構図が出てくる、その支

所機能の中にやっぱり審議会ですか、そういうの出てくる、こういうことになるのだ

と思いますから、ぜひそのように進めてもらえばありがたいと思います。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 伊藤委員さんさっき言ったように、協議会がいいのか、この辺だ

と思うんだ。審議会と出すとこれはだめとやられるから、協議会と出すことによって

そういう性格のものよりも審議会にしたほうがいいというのも、格上にあるかどうか

わからないけれども、そのほうが良さそうな感じもするんだけども。 
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〇齋藤 久委員 今議論出たように、いろんな細かなところではやり方がそれぞれある

と思いますので、せっかく第一小委員会でこういう話をして合併協議会の中で提案す

るということは大賛成ですし、もっとその前にもう一遍ぐらい事務局からいろんな地

域自治制度というような仕組みがあるわけです、いろんなところで全国町村会でも言

っておりますし、そういうようなものを取り寄せて、それで同じ資料をここにおいて

もう一度議論をして、第一小委員会ではこういうふうな形でどうだろうかということ

にしたほうが、まだいろんな枠のことでも、冨樫委員と私とちょっと違うような気も

しますので、何か事務局から資料そろえてもらって、もう一度その他で議論してほし

いと思います。 

 

〇斎藤助夫委員 私先ほどお話したように、ただ地域審議会ありきではなくて、本所、

支所のところも含めて、今藤島の委員からお話あったように、まだ正確な位置づけと

か、じゃあ地域審議会の人たちはどういう構成なのか、かなり旧議員の方々が構成メ

ンバーになって圧力団体になるのではないかとか、そういう機能や権限も心配してい

る方もあるわけですので、出すことではいいんですけれども、そのタイミングとかそ

ういうことはもっと慎重に扱ってもらって、まず藤島の齋藤委員からもお話ありまし

たように、そういういろいろな機能、組織があるわけですので、その辺の資料提供と

勉強会でもしてからでも遅くないのでないでしょうか。 

 

〇進藤 篤委員長 捉え方は様々あるでしょうし、同じ舞台の上に上がって話をするっ

て非常に大事だと思いますので、これは決めるとか決議をするとかということでなく

て、勉強会という形で第一小委員会の中で取扱いをしたらどんなもんですか。 

 

〇大滝助太郎委員 次に言ったほうがいい、勉強しただけではだめだ。 

 

〇冨樫栄一委員 齋藤さん言ったとおり、次回もまたその他でやったほうがいい。 

 

〇進藤 篤委員長 事務局もまた皆入れてか。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 皆さん来なくたって説明してくれる人だけで。 

 

〇進藤 篤委員長 委員会、正式名称は委員会でもいいだろうけども…。 

 

〇大滝助太郎委員 まだ委員会続いているのだ、解散したわけではないのだから。 

 

〇進藤 篤委員長 それは続いているけども、もうワンクッション置いてそういう会議

をするとすれば…。 

じゃあそれはひとつ委員長、副委員長に任せていただけませんか。そういう方向で

地域審議会の件に関して少し資料をそろえながら、少し突っ込んだ勉強、論議を深め

ていくということで、事務局そういう体制でどうですか。日程取れますか。 

 

〇石塚治人事務局総務課長 まず相談させていただいて…。 
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〇進藤 篤委員長 まずきょうの段階としては、いわゆる地域審議会の組織を設定する

方向で、この意見統一を見て、協議会に何らかの形で報告をするということはいいで

しょうか。 

 

  （「賛成。」という声あり） 

 

〇進藤 篤委員長 支所、本所機能に関しては、それに含めてという解釈でいいですか。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 基本的にそれを置くから、地域審議会というのは必要になってく

るんだ。 

 

〇進藤 篤委員長 それでは、そういうとりまとめをして、次回さらにこれを深めると

いうことにしたいと思います。この件に関してはこれでいいですか。 

 

(「はい」という声あり。) 

 

〇前田藤吉委員 委員長、さっき議員の定数のことでほぼ集約をしたというような話あ

ったけども、興味あるもんだから、どういう集約なったんでしょうか。 

 

〇進藤 篤委員長 きょうの議員定数の小委員会では、原則３４プラス各市町村１とい

う委員長提案が前回ありました。それを受けるということで、意思統一をしたという

ことです。そのことは今度協議会に報告する文章化とかそういうこともありますので、

もう一度市町村議会に、いわゆる報告を兼ねた持ち帰りといいますか、そういう確認

をするというような方向です。 

 

〇鈴木多右エ門委員 選挙区制、オープンでなく。 

 

〇進藤 篤委員長 オープンでなく、小選挙区制を採ると。 

 

〇鈴木多右エ門委員 将来とも。 

 

〇進藤 篤委員長 今回、１回だけ。 

 

〇前田藤吉委員 報酬等は協議しましたか。 

 

〇進藤 篤委員長 しません。定数だけです。 

 

〇前田藤吉委員 報酬は、原則の定数に増えても原則に倣うということではなくて…。 

 

〇進藤 篤委員長 それは全然話してません。あくまでも議員定数だけです。 
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〇鈴木多右エ門委員 市会議員の選挙するんだから、市会議員に倣うのだろう。 

 

〇前田藤吉委員 ４１になって、３４人分の報酬を４１で割りますとなるのが行財政改

革でないかと思うんです。 

 

〇進藤 篤委員長 そのほかありませんか。 

 

〇大滝助太郎委員 事務局のほうにお尋ねをしたいと思いますけれども、基本４項目の

うち一つだけまだ棚上げされていますけれども、これはどんなスケジュールでこれか

ら、いつごろまな板に出てくるのか、ちょっとお知らせ願いたい。 

 

○石塚治人事務局総務課長 今現在、私どもでもはっきり申し上げられないところでも

あります。運営小委員会のほうでどういった方法でいくかということを今後もむとは

思います。そういったようなところで、今後そういったことをはっきりさせていこう

というような話は前回も出ておりますけれども、具体的にお話できるようなところは

まだ決まっていないといったところです。 

 

〇佐藤智志総務部会長 今の件ですけれども、毎回の合併協議会でも会長が最後にお諮

りしているとおり、皆さんその他基本４項目も含めて何かございませんかとおっしゃ

っておられますので、名称のことについても、その他のところでも議事になっておら

なくともいろいろ議論していただいて結構ですので、そこは載っている載っていない

に関わらず、いろいろ議論していただいていいと思っております。 

 

〇大滝助太郎委員 あとあれでしゃべらなければ、あと意見ないとなるんだな。 

 

〇齋藤 久委員 前回のこの第一小委員会でも協議の内容を合併協議会だよりに載せて

住民に知らせてほしいということで、述べさせていただきました。さっそく協議会だ

より発行なって、私たちの町のところにも届けられましたけれども、最後のページに

書いてある今話出ております名称の決め方についての表現の仕方が、読んでみてもな

んかあいまいすぎるというか、公募しないための理由のように受け取られる感じもし

ましたけれども、その辺事務局でいろいろ検討して表現したのだと思いますけれども、

なんか偏った表現だなというふうに受け止めました。その辺の記事の扱い方について、

どのように調整されたのか、お伺いしたいと思います。 

 

○石塚治人事務局総務課長 １月１８日の協議会の際に、新市の名称ということで鶴岡

市議会の話も出ておりましたけれども、ああいった意見もあってその日に決めたと、

そういったことを客観的に書いているといった記事というか表現であります。 

 

〇齋藤 久委員 決定した事項でないところを載せるというのは大変扱い方は難しいの

かもしれませんけれども、いろんな情報の提供の仕方は合併協議会だよりを書いた編

集委員の人もおるでしょうけれども、広く事務局でも目を通して、読み方によっては

片方に取られるような記事を書かないように、ぜひ配慮をよろしくお願いしたいと思
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います。 

 

〇大滝助太郎委員 私もさっきの説明ふに落ちなかったのは、前々回だと思ったんです

けども、当初事務局から基本４項目について議題に載せるぞということで来たわけだ。

それが実際カットされていたということからいって、今だってその他で話さなければ

何かあと意見ないぞというふうに受け止められるような発言に聞いたんですけども、

やっぱりこれはちょっとおかしいと思うのだ。きちんと案内でそういうことをするぞ

ということがあって、都合でそれが会議の議事にならなかったと。しかしあとそれで、

これもいろいろ理由あるでしょうけども、まだ決まっていないその議題が外れたわけ

ですから、これは何も理由なくて上がったわけですから、当然それはいつかの時点で

下りてくるのが当然でしょう。必要がなくなってというふうな話の説明はなかったわ

けですから。これは先ほどの説明では、議題になくてもその他で発言してくださいと、

これが数が重なってそこで何も発言ない場合はあと新市の名称について誰も意見がな

いと、こういうふうに取れそうな発言に聞こえたんだけども、そういうことなのです

か。あとこれからは議題には別に上げないということなんですか。 

 

〇佐藤智志総務部会長 さっきも言いましたけれども、会長が最後に基本４項目何でも

その他含めて結構ですからと話しているわけですから、そこでお話していただければ

いいと思いますし、なお大滝委員さんの意見については運営小委員会のほうにご報告

させていただきます。 

 

〇大滝助太郎委員 だからこれからは私どもはいつか出てくるんだろうなと待ってたの

だから、別にそういうことを考えてないとすれば、これからそういうことを話してい

かなければならないわけだから、普通は議題に載ってくるのが本当だけれども、それ

は議題に載らなくてもその他で話してもらわないと、それもいつの間にかあと誰も意

見はないぞというふうになるようだったら、これは大変おそろしい。私はやっぱり議

題に上げるべきだと思うのです。 

 

〇伊藤 忠委員 同感です。 

 

〇大滝助太郎委員 しかも前々回ああいうふうに私どもはこういう項目で相談しますよ

というふうに受けて棚上げされたという経過から見れば、当然いつかの段階であれが

下りて、じゃこれをどうするかと、ここでは決められないからどこかに一任するよと

いうようなきちんとしたものであれば、それはそれでいいのですけれども、あれは何

か中途半端でどこかにポッと消えてるというか、これはいずれかでまた検討するみた

いな会長さん話してましたから、あとその他で意見なければあれはあとこっちで処分

するぞというみたいな、今ちょっとふに落ちないのですが。 

 

〇佐藤智志総務部会長 ですからそういうことは申し上げておりませんし、運営小委員

会にお伝えします。 

 

〇齋藤 久委員 今、新市の名称について話されましたけれども、この第一小委員会の
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意見として運営小委員会に意見を申し上げていただきたいというのは、今大滝委員さ

んからも話出ましたように、名称について改めてその他で委員側から出してもいいの

ですけれども、まだ決定をしておりませんので、ぜひ協議題として上げてほしいとい

うことを言ってほしいということ一つです。今までの協議の状況については、鶴岡市

でいいという意見と、その名前はともかく公募するべきだという意見に分かれており

ますけれども、全会一致にならないので棚上げなって今その棚から下りてこないわけ

ですけれども、やっぱりどこかで、大事な問題ですので、首長が提案権あるから首長

に任せなさいという言い方では、合併協議会そのものの組織の形骸化とか、軽く見て

いるような気にも受け止められますので、それでは大変一生懸命私どもも議論してお

りますので、いろいろな地域の実情もあるのは十分私もわかりますが、ぜひ名称につ

いても意見が分かれているからということで、ずっと棚に上げっぱなしでなく、私た

ち合併協議会の中にも出して、私も２７日は言おうと思っておりましたけれども、名

称について協議していただきたいというふうに思います。いろいろ酒田、ほかの地域

でも名称の決め方苦労してやっているようですけれども、まず意見が合わないからと

いって投げておかないで、そろそろテーブルに載せて議論していただきたいというふ

うに考えております。鶴岡市そのものずばり名称を出して、いいとか悪いとかという

ことでなく、その前にもう少し住民が参加できるいろいろな経費のかけないやり方も

十分考えられると思いますので、早い時期に短期間に公募をして住民の考えも吸い上

げられるような、そういう方法をぜひ取り入れていただきたい。この合併協議会の設

置規約の中にもいろんな合併のことについて協議をするのが合併協議会ということで

ありますし、また運営規程にも意見が食い違った場合には多数決で決めるというよう

なこともちゃんとうたわれておりますので、なかなか調整つかないというようなこと

で首長に任せてくださいよという言い方されると私たち合併協の委員としては、何か

頼りにされていないなあというふうな受け取り方されて、非常に苦労している割には

報われない気もしますので、どこかでその名称についても議論してほしいということ

を、委員長からも運営小委員会に要望してほしいというふうに思います。 

 

〇進藤 篤委員長 今、２人の委員の方から名称に関しての決め方について、協議会に

議題として提案してほしいという具体的な提案があったわけですが、これは事務局の

ほうでも伝えるということですし、私としてもそれは当然そのようにあるべきかなと

いうふうに思いますが、皆さんその辺に関していかがですか。 

 

  （「賛成です。」という声あり） 

 

〇斎藤助夫委員 今の新市の名称について、この会で議論したりするのはいいんですけ

ど、この会として委員長名で法定協に申し入れするとか、そういうことはやっぱりど

うかなと思いますので、その辺のところは慎重にしてもらいたいと思うし、それから

今藤島の齋藤委員からもその公募の話出たわけですけども、前々回かその前かは私も

忘れましたけども、会長である富塚市長のほうからは公募とかそういうものについて

もしやるんであれば町村単位でやられたらどうですかと、鶴岡が入らなくて公募して

も意味ないんじゃないかという意見もありますけれども、逆に鶴岡も入れて公募する

ということは、これはもう鶴岡に開票する前から決まりだから、それのほうがかえっ
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て横暴じゃないですかというご意見もあるし、その辺のところは最初言いました協議

会に申し入れするとか、協議のほうはして悪いとは言えないと思いますけれども、そ

の辺のところは慎重に取扱ってほしいなと思います。それぞれその地域地域で、鶴岡

からすればもちろん鶴岡残してもらいたいと思いますし、町村の皆さんからすれば町

村残してもらいたいのは当然だと思いますので、会長のほうからはそういう提案もあ

りまして、そのときは別に異論はなかったかなというふうに記憶してますので、その

辺の経過も含めて、藤島さんでもこの次協議会で出すということですから、そういう

やり方での協議の方法はいいと思いますけれども、越権行為とは申しませんけれども、

この第一小委員会でどうなるかわかりませんけれども、委員長提案するとかそういう

ことはやっぱり好ましくないのではないかなと思いますので、公募につきましても、

そういう考えも会長のほうから示されましたので、そういうことではどうかなと思い

ますが、私の意見として述べさせていただきました。 

 

〇進藤 篤委員長 あくまでも私は協議題に上げるようにというお願いということの線

は出ないと思いますから…。 

 

〇大滝助太郎委員 まだきちんとしてないんだ。きちんとこういうふうにするぞとして

いないから、細かいものをみんな決めておいて、一番あれなことまだ決めていないな

んていうのは、家できてから最後に基礎するなんていうのはだめだ。 

 

〇鈴木多右ェ門委員 さっき齋藤委員さんも言ったけれども、協議会の運営規程の中に

会議のもち方ちゃんとうたわっているわけです。憲法ですから、憲法にのっとって会

議を進めれば何も問題ないと思うのです。その辺ずっと見てきていると、何かそうい

う進め方がされていない、多数決では、挙手、起立では決めないと言うけれども、そ

れに権限与えられて出席している委員の人方の大多数がそうであれば、どのような結

論出ようともそういった方向に進むのが取りまとめる人の立場だと思うんだ。その辺

がされていないような形だから、今になってもあの方法いい、この方法いいというこ

とになっている。私は当初から言ったように、郡部としては変わっている考え方なん

ですけども、鶴岡市でいいという考え方は今でも変わりはないわけですけれども、た

だそれは自分なりの考えであって、皆さんの意見聞いて、圧倒的多数が公募しなさい

よと言えば、それに従うのが会議のルールだと思うんです。やっぱりそれを守っても

らうということがまず第一条件なんじゃないかなと。これから出していくものみんな

そういう形でなくして、葬り去られては何のためにお話したかわからない。私はそん

なことお願いしたい。 

 

〇伊藤 忠委員 何か公募というと、鶴岡を廃すると、こういう捉え方されると非常に

私は迷惑するわけですが、それは当然含んで旧市町村名、新設合併ですから本来は旧

市町村名消えるというのが原則なわけですけども、しかしやっぱり鶴岡市という名前

根強く支持者もいるわけですから、それらを含めて公募すると、こういうことですか

ら、仮に公募して鶴岡市といくまでのシステム、プロセスを大事にしていくと、こう

いうことですから、決して鶴岡を排除するのではないわけですから、それはあとほか

の町村でやりなさいということの筋道どうも協議会の中では変だなと私も思うのです。
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どうしても公募、しかも今の時期なってきましたから、公募するにはちょっと遅れて

きた時期で、もっと前に名前というのは決めるべきだったんだけども、それにしまし

ても公募がだめで、どういう順序で決めていくかというシステム、何もまだ決まって

いないわけですから、正式な協議題に載せてやっぱり速やかに名前を決める段取りを

すべきだと私も思います。決して鶴岡の名前は廃せと、別の名前にしろと、こういう

ことではないことをひとつ鶴岡の方々からもご理解いただきたい。 

 

〇進藤 篤委員長 そのほかございませんか。じゃ、そういうことで、この第一小委員

会の委員長としても、新市の名称に関して協議題に入れるようにというお願いをする

ということで、ご異議ございませんか。 

 

  （「異議なし。」という声あり） 

 

〇進藤 篤委員長 じゃ、そのようにさせていただきたいと思います。 

その他で非常に大事な問題が出ていますけど、そのほかございますか。いいですか。

それじゃ、これで予定されたその他の件を終了いたします。 

 

４ 閉   会（午後３時１２分） 

〇進藤 篤委員長 きょうは大変お忙しい中、時間も大分経過しまして、大変ご苦労様

でございました。その他については地域審議会のこととか名称に関して、非常に大事

なこと審議していただきました。大変ありがとうございました。これをもちまして第

８回第一小委員会を閉じたいと思います。ご苦労様でした。 

 


